
 1 

平成２２年度事業報告 

 

 

社団法人日本産業車両協会 

 

はじめに ～内外経済の概況と産業車両業界の動向 

平成２２年度の日本経済は、米国金融危機に端を発した世界同時不況から緩やかに回復

してきたものの、円高や海外景気の下振れ、エコカー減税等の景気刺激策の終了ないし縮

小の影響等から本格回復には至らず、１０～１２月期のＧＤＰは前期比で減尐に転じた。 

さらに、平成２３年３月に発生した「東北地方太平洋沖地震」は、死者・行方不明者が

２万人を超え、住宅、工場、インフラ基盤等も大きな被害を受けるという未曾有の震災と

なった。さらに、原子力発電所の停止によって実施された計画停電は、被災地以外での生

活や経済活動にも大きな影響を及ぼしている。 

産業車両の国内生産は暦年金額ベースで約２,９９３億円（前年比１４２．２％）と２年

ぶりに増加に転じたものの、前々年との比較ではまだ５５．６％の水準であり、本格的な

回復とはいえない状況であったが、さらに震災の影響は今後経済面で生産、需要の双方に

影響を及ぼすと見込まれ、状況を注視していく必要がある。 

 

◎産業車両国内生産額の推移 

         （暦年ベース、単位：億円、（ ）内は対前年比（％）） 

 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年 

産業車両計 ５，０００ 

（１１１．２） 

５，３８０ 

（１０７．６） 

２，１０５ 

（３９．１） 

２，９９３ 

（１４２．２） 

 うちフォークリフト ３，２５７ 

（１１１．５） 

３，４４８ 

（１０５．９） 

１，５２１ 

（４４．１） 

２，０８４ 

（１３７．０） 

（経済産業省鉱工業動態統計より） 

◎フォークリフト販売台数、無人搬送車システム納入件数 

（暦年ベース、国内向け＋輸出向け、単位：台数及びシステム数、（ ）内は対前年比（％）） 

 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年 

フォークリフト １６２，０４２ 

（１０９．９） 

１６４，１６４ 

（１０１．３） 

７３，６５１ 

（４４．９） 

１０２，９２０ 

（１３９．７） 

無人搬送車システム ５２６ 

（１５３．４） 

５２１ 

（９９．０） 

２７２ 

（５２．２） 

２８３* 

（１０４．０） 

（本会調べ、*は速報値） 

本会では、このような産業車両業界を取り巻く様々な環境の変化に対応して、業界の持

続的な発展に向けた基盤強化を図っていくための取り組みを実践した。 

以下において、各課題に対応して実施した事業の内容と成果について報告する。 
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Ⅰ 基本的事項 

（１）産業車両業界の基盤強化を図るため、業界の将来の発展に資する施策を策定・実行

するとともに、併せて業界の社会的地位の向上を図るための事業を推進した。 

（２）フォークリフト、無人搬送車システム、特殊自動車、及びその他の産業車両や関係

部品等の機種ごとに有する課題について、それぞれ関係する情報、社会経済的な動向

の把握を行い、関係委員会等を通じて適切な対応策を検討、推進した。 

（３）経済産業省をはじめ、国土交通省、厚生労働省、環境省等の関係官庁、諸機関及び 

内外の関係団体と連携して、産業車両に関する諸事業の推進に協力するとともに、要

望事項等の具申を行い実現に努めた。 

 

Ⅱ フォークリフト業界の基盤強化のための事業 

１．製造業としての基盤強化及び社会的地位の向上のための事業 

フォークリフト製造業として、技術・開発・製造から流通・アフターマーケットに亘る 

総合的な業界基盤の強化及び社会的地位の向上に資するため、以下の通り事業を推進した。 

（１）業界を取り巻く社会・経済情勢の適確な把握と業界に対する支援措置の要望推進 

 ①所管官庁である経済産業省をはじめとする関係官庁及び内外の関係団体に対して、

業界の状況について正しい理解を得るための情報提供や意見具申を行うと共に、関

連情報の迅速な入手に努め会員に提供を行った。 

②フォークリフト等の運搬機器について、倉庫・トラックターミナル、空港及び港湾

施設における省エネ機器導入に対する国土交通省の認定に基づくＮＥＤＯ（新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構）による補助金交付の対象指定を得て、関係業界の

周知と円滑な制度活用への協力を行った。また、平成２３年度における公的な導入

支援制度の延長や創設を強く要請し、その実現に努めた｡ 

（２）製・販業界団体の統合による事業基盤の強化推進 

 ①フォークリフト業界の国内販売・サービス事業の強化を支援するため、かねてより

協力関係にあった日本フォークリフト販売協会との事業統合について検討を進め、

平成２３年５月に同協会が解散し、本会がその事業の一部を継承推進していくこと

で一致した。 

②同協会からの継承事業としては、産業車両整備職種の国家技能検定の推進等のサー

ビス、安全向上に資する事業や国内販売業界の基盤強化、コンプライアンスの徹底

等とし、製・販業界の連携協力をいっそう強化していくこととした。 

（３）社会的地位の向上の推進 

業界における、排出ガス規制への対応や地球温暖化対策、循環型社会の形成への貢献 

等の環境問題への取り組みについて、政府、関係機関・団体での報告、あるいは会報 

誌への掲載等を行って、業界の取り組みを広く周知した。 

（４）統計業務のさらなる充実化 

企画調査委員会において、国内外の生産、受注、販売、輸出等に関する統計の整備を
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継続推進するとともに、需要予測の策定を行って、市場動向の適確な把握に努め、

会員や関係者に提供した。 

（５）業界の基盤強化のための関係業界との連携・協力 

①物流関連団体と共通課題や関連政府施策に関して、定期的な情報交換を行った。 

②内外の経済環境、技術、環境、安全等に関する対応向上を図るため、引き続き関係

業界との連携・協力を推進した。 

 

２．国際交流・グローバル化推進のための事業 

 世界市場の急激な収縮後の回復軌道の中にあって、新興国市場が全体の伸びをけん引し、

新たなプレーヤーが台頭してきているが、こうした世界のフォークリフト市場の構造的な

変化に対して、海外業界との交流、協力や情報の交換・収集を通じて、会員各社の円滑な

海外事業をサポートし、業界の基盤強化に資するため、以下の通り事業を推進した。 

（１）国際交流の推進 

①平成２２年９月、トルコ、イスタンブールにおいて、ＦＥＭ ＩＴ（欧州物流機械連

盟産業車両部会）、ＩＴＡ（米国産業車両協会）、ＣＩＴＡ（中国産業車両協会）と

協力して、第１３回アライアンス業界首脳会議を開催し、国際規格、環境、関税等

の世界の業界における共通関心事項を中心に意見・情報交換を行った。 

②①に合わせてプレジデンツフォーラムを開催し、日欧米中の協会長が、それぞれ市

場や産業の動向、２０２５年のフォークリフトの将来像に関する見方等について講

演を行った。 

③平成２２年４月、アメリカ、ワシントンにおけるＩＴＡ春季総会に合わせて、ＷＩ

ＴＳ世界産業車両統計の運営委員会を開催し、ＦＥＭ ＩＴ、ＩＴＡ、ＣＩＴＡ、Ｋ

ＯＣＥＭＡ（韓国建設機械工業会）及びＡＢＩＭＡＱ（ブラジル産業車両協会）と

の協力により実施している同統計プログラムの円滑な運営と正確かつ迅速な情報集

計に資するための協力体制の強化を図った。 

（２）グローバル化への対応促進 

①海外調査統計委員会において、海外市場及び日本の輸出・海外現地生産の見通し策

定を行った。 

②日本機械輸出組合の貿易・投資円滑化ビジネス協議会への継続参加や、海外関係協

会との関係強化により、会員の事業に資する情報の収集に努めた。 

  

３．環境対応推進のための事業 

地球温暖化対策について、“ポスト京都”へ向けた国際交渉が開始され、フォークリフト

を含む特殊自動車に対する排出ガス規制の拡大・強化の準備作業が進められる等、環境問

題への対応強化が求められる中で、業界として時代の要請に応えて、環境負荷の低減を図

って業界の社会的責務を果たすべく、以下の通り事業を推進した。 

（１）環境自主行動計画の着実な推進 
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①地球温暖化対策 

産業車両業界の地球温暖化対策への取り組み状況について、日本経済団体連合会の

環境自主行動計画フォローアップ調査に協力すると共に、平成２３年２月の経済産

業省産業構造審議会環境部会 WG 会議で説明報告を行った。平成２１年度の製造過

程からのＣＯ2 排出量は、基準年である平成２年度に対して約３８％の減尐となり、

省エネ型フォークリフトの普及促進による使用段階での削減効果についても報告を

行った。引き続き、平成２０～２４年度の平均で１０％削減するとの目標を達成す

べく、関係会員に協力を要請した。 

②循環型社会形成 

産業車両業界の廃棄物削減対策への取り組み状況について、日本経済団体連合会の

環境自主行動計画フォローアップ調査に協力した。平成２１年度の製造過程から発

生した産業廃棄物の最終処分量は、基準年である平成２年度に対して約９４％の減

尐となり、平成２２年度までの削減目標値を達成した。 

（２）循環型社会形成へ向けた対応推進 

平成２２年度末で産業廃棄物広域再生利用制度の経過措置が廃止されることから、日

本自動車タイヤ協会と使用済み廃タイヤの円滑な処理方法について協議を行った。 

（３）排出ガス規制への対応推進 

①環境省中央環境審議会第９次答申に基づき、平成２３年１０月よりエンジン出力帯

毎に順次施行されるディーゼル式特殊自動車に対する次期排出ガス規制において、

平成２６年目標対応機として触媒還元装置としての尿素ＳＣＲシステムに関する技

術指針（案）の作成について国土交通省に対して業界としての意見を具申し、要望

の実現を図った。 

②平成１８年度に施行されたオフロード法に関し、平成２３年度に関係省庁により、

規制効果の検証、今後のあり方についての本格的な検討を行われるに当たり、事前

の対応としてプレヒアリングが行われ、業界の意見を具申した。 

③日本陸用内燃機関協会、日本建設機械工業会、日本建設機械化協会及び日本農業機

械工業会と連携・協調を図って、特殊自動車に係る排出ガス対応に関する情報交換

を行った。 

（４）海外の環境規制への対応推進 

①欧州新化学品規則（ＲＥＡＣＨ規則）への対応に当たり、会員への関係情報の提供

と情報交換を継続実施すると共に、現在審議中の製品含有化学物質管理に関するＪ

ＩＳ原案に対して業界としての意見・要望を提出した。 

②経済産業省及び欧州ＦＥＭを通じて求めていた欧州電子・電気機器における特定有

害物質の使用制限指令（ＲｏＨＳ指令）改正案における産業車両の取扱いについて

は、要望通り適用除外の方向となった。 

 

 



 5 

４．安全向上推進のための事業 

 内外の安全規格、規制の国際的な標準化を積極的に推進していくとともに、業界として

安全性の向上及び安全作業の推進に貢献する施策に取り組んで、顧客からの信頼も高めて、

業界の基盤強化に資するため、以下の通り事業を推進した。 

（１）国際標準化の推進 

①経済産業省産業技術環境局の指導を得て、ＩＳＯ／ＴＣ１１０（産業車両）におけ

るＩＳＯ ３６９１（産業車両に関する安全規格）を中心とする規格内容について積

極的に審議を行った。なお中核規格であるＩＳＯ３６９１―１（主にフォークリフ

トの安全規格）（案）については、平成２２年９月に投票が行われ、日本他の賛成多

数で承認された。 

②欧州のＣＥＮ／ＴＣ１５０（欧州標準化委員会／産業車両）、アメリカのＩＴＡ／Ｇ

ＥＣ（米国産業車両協会／技術委員会）との技術に関する技術標準化情報等につい

て相互に理解を深めた。 

③国際標準化事業を支援して、技術的課題を解決するため、日欧米業界による協力関

係を強化推進した。 

④アメリカの製品安全認証機関であるＵＬ（アンダーライターズ･ラボラトリーズ･イ

ンク）関係者と最近の動向に関し情報交換を行った。 

（２）国内標準化の推進 

①国内標準化の観点から、産業車両に関するＪＩＳ（日本工業規格）の国内審議団体

として、学識経験者、諸官庁、使用者の支援を得て、平成２２年度ＪＩＳ規格の制

定・改正原案作成事業（制定３規格、改正１規格、制定審議中１）を推進し、今後

検討されるＩＳＯ ３６９１―１（案）と整合化すべくＪＩＳ Ｄ ６００１（フォー

クリフトトラック－安全基準）の関連ＪＩＳの充実化を図った。 

②日本ゴム工業会のＪＩＳ原案作成に当たり使用者の立場として協力を行った。 

（３）機械安全、リスクアセスメントへの対応強化の推進 

①フォークリフトの機械安全の確保を図るため、日本機械工業連合会の「メーカのた

めの機械工業界リスクアセスメントガイドライン」のさらなる充実を図るため、同

会リスクアセスメント協議会に参画し積極的に協力し推進を図った。 

②日本機械工業連合会の機械安全推進特別委員会、機械安全標準化特別委員会に参画

し、機械安全に関する理解を深め、会員への情報提供を行った。 

（４）安全向上に資する施策推進 

①顧客がより安心して製品を使用できるよう、厚生労働省の職業能力開発事業の下で、

日本フォークリフト販売協会と協力して、産業車両整備技能士の国家技能検定制度

を活用して、優秀な整備技能士の育成を推進した。平成２２年度は１２９名の１級

技能士と１３３名の２級技能士が合格した。 

②労働安全衛生法に基づくフォークリフトの特定自主検査制度の実施促進を図るため、

日本フォークリフト販売協会及び建設荷役車両安全技術協会と協力して、顧客に対
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する同制度の周知徹底に努めた。 

③安全作業の確立と労働災害防止に資するため、陸上貨物運送事業労働災害防止協会

による第２５回全国フォークリフト運転競技大会実施に協力した。 

④中央労働災害防止協会のフォークリフト運転士テキスト改訂編集委員会に委員長、

委員を派遣し、内容の充実を図るための審議に参画し、平成２３年３月に発刊され

た。 

⑤その他、関係団体の要望等も受けながら、安全の向上に資する対応を推進した。 

 

Ⅲ 無人搬送車システムの健全な発展のための事業 

無人搬送車、無人けん引車、無人フォークリフト及び有軌道台車を対象とする無人搬送

車システムは、導入する需要業界の拡大や技術の革新等により発展変化を遂げているが、

会員各社からの要望を受けながら、正確な現状認識に努め、さらなる発展を図るため、以

下のような事業を推進した。 

（１）無人搬送車システムの市場拡大と安全向上策の推進 

①平成２２年９月に開催された国際物流総合展２０１０において、プレゼンテーショ

ンセミナー「ＡＧＶＳの可能性拡大と安全性向上を実現するための取り組み紹介」

を会期中２回開催し、無人搬送車システムユーザーへのアンケート調査結果に対す

る業界の考え方や、意見要望に対する今後の対応、無人搬送車の速度アップを実現

するための新しい安全方策の策定、リスクアセスメントへの対応状況を中心に講演

を行って広報活動を推進した。 

②新しい無人搬送車システムの方向性について意見交換を行い、ＮＥＤＯ（新エネル

ギー・産業技術総合開発機構）の「生活支援ロボット実用化プロジェクト」への参

画可能性も含め、今後の対応について協議を行った。 

③日本機械工業連合会のリスクアセスメント協議会に参画し、「メーカのための機械工

業界リスクアセスメントガイドライン」の策定に協力した。 

④無人搬送車とサービスロボットとの安全の考え方などについて、日本ロボット工業

会と連携して対応を推進した。 

⑤無人搬送車システムに関するＩＳＯ（国際規格）、ＪＩＳ（日本工業規格）の国内審

議団体として、新たな安全基準の将来の内外での安全規格化に向けた検討を行った。 

（２）無人搬送車システムに関する調査と広報活動の推進 

①無人搬送車システムの納入実績調査の内容の充実を図るための見直しを行って継続

調査を実施した。 

②無人搬送車ビジネスのさらなる発展のため、より確実な安全センサに関する検討が

必要であり、とりわけ従来の速度制限を撤廃して自由化していく中で、安全センサ

の役割は重要であることから、平成２２年１２月に、主要な安全センササプライヤ

ー企業と意見・情報の交換を行い相互の理解を深めた。 

③無人搬送車システムについて、会報「産業車両」誌のみならず新聞、雑誌等の媒体
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を通じて、最新情報の提供に努め、広く広報、啓蒙を推進した。 

 

Ⅳ 特殊自動車届出業務の円滑な推進のための事業 

道路運送車両法に規定される特殊自動車については、作業を主目的として開発され、特

殊な構造・装置を有しているため、一般自動車とは異なった型式認証業務や試験方法の実

施が必要となっている。本会では産業車両だけではなく、建設機械、農業機械も含めた特

殊自動車全体の型式認証業務に関する国土交通省との窓口としての役割を担って、道路運

送車両法及び関係諸規定等の制定、運用等に関して、業界事情の反映と建設的な意見具申

を行い、適正かつ円滑な対応のため、以下の事業を推進した。 

（１）国土交通省の施策への協力と業界意見の具申 

①国土交通省から業界に対して行われる関連規定についての意見照会に迅速・適確に

対応し、業界要望の反映に努めた。 

②特殊自動車のリコールについて、適切な対応を講じるため、国土交通省担当官を招

いて講習会を実施する等、継続して制度の認識強化を図り、関係会員各社に対して適

切な対応を要請した。 

（２）特殊自動車に関する認証業務の適正化、円滑化の推進 

①排出ガス規制の強化等、道路運送車両の保安基準や関連規定の改正に対応し、特殊

自動車の型式認証手続の際に提出する書面及び公式試験時に提示する車両について、

審査時に不備が指摘されることのないように重ねて周知徹底し、型式認証業務のより

一層の適正化に努めた。 

②オンラインによる電子政府窓口(ｅ―Ｇｏｖ)への各種届出・申請について、適切な使

用方法を周知するとともに、電子申請システム利用時に関する要望等の調査、検討を

行った。 

（３）特殊自動車の保安基準に不適合となる改造等の再発防止対応について 

①国土交通省からの指示を受け、引き続き関係会員に対して、保安基準に不適合とな

る車検後の改造等に関する実態把握と、改造がなされていた場合の改修や変更届出等

の適切な対応について要請し、同省に対して進捗状況を定期的に報告した。 

②使用者に対する法令遵守を徹底するために、「公道を走行するフォークリフトの改造

対応について」及び「行動走行時、回転灯の取外しお願い」の２種のリーフレットを

作成し、本会ホームページにも掲載して、会員による再発防止と継続調査・不適合車

の改修への協力依頼に活用された。 

 

Ⅴ 広報・宣伝、会員の連絡親睦のための事業  

 業界に関する情報の受発信能力の向上を図るとともに、会員間あるいは業界間での情報

交換の強化と円滑化を図って、業界の基盤強化に資するため、以下の事業を推進した。 

 

（１）業界としての情報発信力強化 
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   ①協会ホームページにおいて統計や関係官庁からの情報提供を拡充し、業界事情の紹

介に努めるとともに、会報「産業車両」誌を継続刊行して、さらに詳しい情報提供

を行った。 

   ②平成２２年９月１４日～１７日の４日間、共催６団体と連携・協力して、「国際物流

総合展２０１０」を東京ビッグサイトで開催、運営し、内外の需要業界や関係官庁

に対して、業界の最新技術や安全、環境への対応等について周知した。 

（２）会員の連絡親睦 

 ①通常総会後の会員懇親パーティーの開催 

平成２２年５月の通常総会後に会員懇親パーティーを開催し、経済産業省自動車課

田中課長に祝辞をいただくと共に、同省や国土交通省、欧米を含め、内外の関係団

体等からの多数の来賓を迎え、会員を交えての交流の機会を提供した。 

②新年賀詞交歓会の開催 

平成２３年１月に新年賀詞交歓会を開催し、経済産業省自動車課田中課長、国土交

通省審査課江角課長に祝辞をいただくと共に、両省や環境省、関係団体等からの多

数の来賓を迎え、会員を交えての交流の機会を提供した。 

 

Ⅵ 公益法人制度改革への対応 

  平成２０年１２月の公益法人制度改革関連法の施行によって、一般社団法人への移行

への方針は決定しているものの、日本フォークリフト販売協会の一部事業継承等が生じ

たことを受けて、当初予定を繰り下げ、あらためて新たな法人組織の構築のための情報

収集を行い、移行手続きのための準備を行った。 


